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   議  員  井 上 勝 博 
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○出席者 
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○事務局職員

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 
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   地域振興策について 

   ・ 薩摩川内市コンベンション施設について 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（川添公貴）これより企画経済

委員会を開きます。 

 本日の日程はお手元に配付のとおりで御異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議ございませ

んので、お手元に配付のとおり審議を進めた

いと思います。 

────────────── 

△薩摩川内市コンベンション施設につ

いて 

○委員長（川添公貴）本日は、コンベン

ション施設についての集中審議という形で、

先だっての委員会で不足事項等がありました

ので、意思の疎通等もありませんでしたので、

今回集中的な審議をやりたいと思います。 

 なお、本日の委員会報告については行わな

いことで御了解を賜りたいと思います。 

 それでは、先だって当局の説明をいただき

ましたが、今回、変わった点若しくは新たに

追加をした点、それから説明を加えたい点が

ありましたら、その部分から説明をお願いし

たいと思います。 

○企画政策課長（上大迫修）今、委員長

のほうから説明いただきましたとおり、当局

のほうから補足して説明する点、それと改め

て確認させていただく点等について御説明申

し上げます。 

 お手元に委員会資料をお願いいたしまして、

まず裏面からお願いいたします。 

 裏面の２ページでございますけれども、こ

この部分につきましては、基本構想の概要か

ら抜粋したものでございます。既に目を通し

ていただいておりますが、施設整備のイメー

ジということで、これまで説明してまいりま

したが、この点、改めて説明させていただき

ます。 

 １点破線で囲ってあります面積の部分が駅

東の約８,２００平米の市有地でございます。

この中に、ＡからＥまでの施設等の提案をい

いただくという形で考えているところでござ

います。 

 特に、これまで議論になっておりますＢの

民間収益施設につきまして具体的に市のほう

でこうした施設に期待することを示さない中

で提案いただく形で考えているところでござ

いますが、市のほうが最終的に全体、１点破

線の中に提案いただいたものの中から、Ａ、

Ｃ、Ｄ、Ｅの四つの施設につきまして施設整

備後において市が財産を取得するという流れ

になっているところでございます。 

 本日は、ここの部分、ＰＦＩについて説明

をさせていただいて、１ページに入りたいと

思いますが、私どもの捉え方としますと、

１点破線内の全てについて提案をいただき、

Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅをその事業者から一括して取

得するという、この事業の仕組みをＰＦＩと

いうことで御説明申し上げているところでご

ざいます。 

 １ページをお願いいたします。 

 今後の作業の中で見えてまいります内容に

ついての説明となりますが、さきの６月議会

におきまして右側の実施方針、募集要項等を

定めることの説明をさせていただき、これに

対しまして、本年度２ ,０００万、来年度

１ , ３ ０ ０ 万 の Ｐ Ｆ Ｉ 支 援 業 務 と し て

３,３００万の執行について担保といいます

か、御承認をいただいたところでございます。 

 今後、実施方針としましてどのような事業

を展開しますよということの説明をしながら、

募集要項等の策定を１２月末までに今のスケ

ジュールとしてはイメージしております。 

 この作業に当たりましては、一番下段のと

ころに書いてございますが、これまでの公共

事業方式は「仕様発注」ということで、設計

書を書いて個別事業の区分ごとに発注する形

態でございましたが、今回のものについては、

この１点破線の中に求めます事業内容等を提

示した「性能発注」という形になります。 

 公共施設につきましては具体的な条件を提

示し、民間収益施設については自由提案とい

うことで、それぞれの採算の合ったものとい

う形で提示をさせていただいてということに

なります。 

 この作業の実施方針及び募集要項につきま

しては、附属機関の設置を承認いただきまし

た事業選定委員会におきまして、実施方針、

募集要項、また提案後の審査及び決定までの

流れ、評価点等につきましての精査をいただ
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いて作業が進むことになるというように御理

解ください。 

 よって、これから申し上げますのは、募集

要項等が定まりまして、事業者から提案いた

だく内容の部分でございます。 

 大きく１点目。左下になりますけども、民

間収益施設とＰＦＩとしての公共的施設の部

分について、全体の配置計画、平面図、外観

等につきまして、施設全体のイメージをまず

提案いただくというのが１点目の提案になり

ます。よって、全体像がどうなるのかという

ことについて示していただくのが、提案の中

の一つ。 

 二つ目にその上にありますが、市のほうが

収益には一切関わりません。民間の施設、資

金でつくっていただいて民間で運営いただく

わけですけど、民間収益施設において、こん

なものをつくります、こんな運営をします、

どんな契約形態で考えていますといったもの

が、二つ目になります。これが二つ目の提案。 

 最後の三つ目の提案は、「性能発注」とい

う形でしてございますが、コンベンション施

設につきまして、右側に書いてあります方針、

要項等を踏まえた上で具体的に２５億で買い

取るわけでございます。また、１５年、

２０年程度、指定管理でお出しするという形

になりますので、その内容等について提案い

ただくのが三つ目の提案でございます。 

 よって、募集を開始しますと全体像を示し

ていただきます。二つ目に、民間収益施設と

いうのは何かということを提示いただきます。

三つ目には、こちらが性能発注します公共施

設について御提示いただくことになります。 

 この全体の最優秀なものについて事業者を

選定して、事業がスタートするということに

なりますが、お金の支出の対象は、最後に申

し上げました公共施設の整備分について

２５億で買い取るというスキームになってい

るところでございます。 

 なお、施設のイメージについて、ちょっと

離れてはおりますが、ボードに書いてありま

す。これまで全協でありますとか、それぞれ

の新聞の記事等々ありましたけど、一番左側

から説明申し上げますが、この六つの案につ

いては、確定的にこのイメージでお願いした

いというのは一切申し上げません。あくまで

も一番下に書いてありますとおり、事業者の

方がこういった作り方をしたいということを

提案いただくことになります。 

 一番左側につきましては、別棟で左側の網

掛けの部分がコンベンション施設、右側が民

間収益施設というように、別棟で渡り廊下で

つながるようなイメージも一つあると思いま

す。 

 また、その右側には、壁で仕切られている

というような形、別棟というよりは、一緒に

つくって、壁で、扉で行くようなケースもあ

ろうかと思います。 

 三つ目、真ん中二つになりますけども、こ

れは階層的につくった上で、一部がコンベン

ションというような形－三つ目でいいます

と、５階建ての２階・３階が、四つ目でいい

ますと、３階建ての２階・３階が、コンベン

ションというような形、のところもございま

す。これは、階層的にですね。 

 また、右側の二つにつきましては、同じ建

屋の中で一体としてつくりますけども、その

一部がコンベンションですよという形になり

ますから、棟は全く同じ中で、フロアではな

くて、フロアの一部として区分けをするよう

なケースも考えられます。これらにつきまし

ては、私どものほうが募集要項等を出した中

で事業者の方々がコンベンションの運営及び

自ら経営される民間収益施設等の連携性、利

便性等を踏まえて、集客の高い構成として考

えていくときにどのような配置にしていいか

ということを提案いただく形となっています。 

 よって、これまで何階建てで、「２階部分

ですね、３階部分ですね」ということにつき

ましては、一切提示をせず、民間の方々の自

由発想において提案いただくことになります。 

 もちろん別棟であろうが一体的であろうが

フロアが込み入っていようが、施設全体とし

てのイメージとしてはきちっと提案いただく

形となっておりますので、その点については

御理解をお願いしたいと思います。 

 よって、先入観的にこのようなタイプの施

設、このような形態の施設ということは一切

申し上げず、コンベンションの性能発注とい

った形で御提示をしながら、提案を受けると
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いうという形となっております。グレーの部

分だけにお金を支払いますので、またグレー

の部分だけが年間の指定管理、試算というこ

とになっておりますが、これがグレーの部分

だけ年間約７,０００万程度かかるのではな

いかということでございます。 

 今後、詰めていきますと、そのグレー部分

の維持管理費は動きますし、動くことになろ

うかというふうに思っています。白い部分に

ついては、一切市のほうからの支出、運営へ

の直接的な関与といった部分は考えておりま

せん。あくまでも民間のファイナンスで投資

をし、事業運営、採算をとっていただくとい

う形のイメージでございます。 

 この点は、具体的に黒板に貼ってあります

ような部分でお示ししておりませんでしたの

で、本日改めて説明の機会を得るという形で

説明させていただきまして、お金を充てる部

分、かかわる部分等についての整理をさせて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうござい

ました。 

 質疑に入る前に、今まで「コンベンション

ホール」という呼称が時たま出たのですが、

ホールというのは一つの単体の個体であるか

のように感じとるので、今後、統一した呼び

方として「コンベンション施設」という形で

呼称を統一していただければと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、御質疑願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）おさらいというか、全

体的なことをちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 このコンベンション施設、２５億円を財源

として計画されたわけですが。県議会で、こ

れはちょっと会議録等を精査したわけでもな

いし、県議の方からの又聞きでありますので

私の捉え方が間違っているかもしれませんが、

それはお許しください。 

 なぜ今薩摩川内市なのかという問いに、時

の知事だったのか部長だったのかわかりませ

んが、やはり一極集中では今後県全体の発展

にとってもいけないということで県内の主要

都市、中核的な、特に薩摩川内市、北薩の。

こういうところにもこういうコンベンション

施設みたいなのがなかなか自前ではつくれな

いから、この財源を提起してつくってもらい

たい、そういう思いで提案してるんだという

ことがあったように聞いています。 

 そのとき、市内、いわゆる市内でも国際会

議を開くようなしっかりしたコンベンション

施設はまだないと。ちょっと大掛かりなそう

いう会議なんかをやるときには福岡からいろ

んな、同時通訳の設備とか物すごく金がかか

るそうですけど、そういうのを借りてきて整

備してやるんだ、やっていると。そういう中

で、薩摩川内市に本当に可能なのかと。いわ

ゆる７,０００万で今後、維持管理もしてい

くということが言われましたので、そういう

ことも含めてだったんでしょうが。薩摩川内

市で十分やっていけるんだろうかという意見

が出されたということを聞いています。 

 そこでちょっとお尋ねしたいのが、同じよ

うな、どこか参考になる、県内に霧島とか鹿

屋とかありますけど、そういうところも含め

て、これは鹿児島市も含めてでいいのですが。

そういう参考に－今度薩摩川内市がつくっ

ていくに当たって参考に、できるようなコン

ベンション施設は何かあるのか。視察をされ

ているのか、それがあったら教えてください。 

○企画政策課長（上大迫修）県議会での

議論、また御指摘の点を踏まえて御質問いた

だきましてありがとうございます。 

 県内で参考にする施設があるのかどうかと

いうことでございますが、これまで参考にし

た施設でいいますと、県外が主になってます。 

 一つには、大分の駅前につくりましたホル

トホールと言われているような、結構、事業

費でいうと１００億近いものです。 

 それと、北九州の黒崎にありますひびしん

ホールという、これは観劇タイプというか、

本当のホールです。音楽ホールみたいな形の

ものも参考にさせていただいています。 

 県内で申し上げますと、大体どんな使い方

をするのかとなってきますと、市街地の上に

ありますホテルのそういう多目的なホールを

見させていただいてもおりますし、県庁の近

くにウェルビューさんという学校教職員の

方々の施設がありますけど、ああいったホー



- 5 - 

 

ルの使い方といったものも見させていただい

ているところでございます。 

 議員のほうから、県議会の中でもありまし

た同時通訳の施設のようなものをどのように

考えていくのかということでございますが。

まだ現在、募集要項としては検討中でござい

ますけども、国際会議というようなものが地

方の中核都市のようなところでどれぐらい開

かれているのかといいますと、年間の稼働率

的なのでイメージすると一桁に及ぶか及ばな

いかぐらいです。それと、その規模も大きく

て２００人ぐらい、相当大きな伊勢志摩のサ

ミットのようなもの、大きな看板を抱えたも

のは抜きにしましても、地方で開かれている

国際会議というものは２００人を下回った部

分が主流となっておりますので、実際に稼働

の中に占める学会や国際会議の割合、日ごろ

使うタイプ等をイメージしますと、同時通訳

の設備を常時備えておくべきかというのはち

ょっと整理しないといけないかなというよう

なところも考えているところでございます。 

 具体的に申し上げますと、施設の利用とし

て、何を主体に施設を利用していただくのか

ということを今まさしく詰めているところで

ございますので、そのタイプに応じて、多用

途の施設という形で構成をさせていただきた

いというふうに考えております。 

 なお、薩摩川内市でコンベンションが可能

なのかどうかということについては、私ども

のほうも県と話をする中で一つ意見にはなっ

ておりますので、薩摩川内市として、どのよ

うなタイプの施設として、どんな利用をして

どれぐらいの利用を見込むのかということに

ついては、細かく詰めながら、また一方で基

本構想を出しておりますので、この構想に合

致した形で、いかにコンパクトに利用度が上

がるような施設に運営までつなげていくのか

ということについて検討させていただいてい

るところでございます。 

○委員（江口是彦）１点だけ。なかなか何

十億とかかる、特に民間収益施設を含めてし

たら膨大な投資施設になるんでしょうが。さ

っき話した話の中で、２５億でもなかなか立

派な、さっき大分とか北九州の施設も見てこ

られたと言われましたので、２５億でもコン

ベンション施設をしっかりつくれるのかとい

うのは疑問なんですけど。それとつくられた

施設の稼働率、さっきいろんな、どういう形

で、今後の計画だということですので、これ

は見守っていかざるを得ないんでしょうけど。

大は小をかねるとは言うものの、なかなかう

まいこと、年間稼働率、知事が言うように、

鹿児島市だけでなくて周辺都市、そういうと

ころにも大きな会議等も誘致できるような施

設をということなんでしょうが。なかなか年

に１回か２回のそういう国際会議はないにし

ても、国内、全国的な会議とか、そういうの

にしても、そんなにしょっちゅうは想像でき

ませんので、じゃあ細かなというか、大は小

をかねる部分はあるのでしょうが、その辺の

計画も含めて気になっていますので、何かあ

ったら今考えているところがあったら教えて

ください。 

 以上です。 

○企画政策課長（上大迫修）コンベンシ

ョンホールをこれまで継続させていただく仮

定で、全国のコンベンションがどんな状況な

のかということも少し頭に入れたところでご

ざいます。 

 そのときに、文部科学省関係だったと思い

ますけども、５００人から１,０００人規模

のホールを抱えているところの平均の稼働率

というのが３６５日分の何日という考え方に

た っ て い ま す け ど も 。 １ 回 で も 使 え ば

３６５分の１になるんですけれども、そのと

きに約５０％稼働が一番平均的な部分でござ

いました。年間３６５日分の中から動ける日

にちを分母としますと、５０日程度、５０％

程度の稼働率というのがもっとも動いている

形の稼働率でございます。 

 それとホルトホールや北九州の黒崎のひび

しんホール等々を見た中の全国的なコンベン

ションのホールの稼働率というのが、できて

いる場所が都会に近いところではございます

けど、そのときにも６０％行くか行かないか

ぐらいが全国平均という形になっているのを

頭に入れてございます。 

 それとホール等を使っていくときに、鹿児

島純心女子大学がありますとか、エネルギー

政策に傾倒しているということ等も含めて、
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展示会、食と農をテーマにしたような、何か

展示でありますとかシンポジウムの会合みた

いなもの、それと事業者間・事業者間で、い

ろんな展示会を通じて商談が行えるようなＢ

ｔｏＢというんですけど、ビジネスｔｏビジ

ネスでやっていくような使い方であるとか、

製造者のほうが市民や地域の方々をするＢｔ

ｏＣといって直接お客様を相手にしたような

展示会とかありますので、そういったものも

頭に入れて、今作業をしているところでござ

います。 

 コンベンション施設で展示場をします東京

のビッグサイトとか幕張みたいなもの等につ

きましては、展示機能が主流を占めておりま

して、それで採算が取れているところであり

ますが、地方都市におきまして、コンベンシ

ョンホールについて施設単体での収益という

のはかなり厳しいものがあるのかなというふ

うにちょっと思っております。 

 ただ、コンベンション施設をつくって地域

の経済を回していくというような一つの一助

となるように考えますと、幅広い利用が－

域外の方、域内の方々を含めた利用が、図ら

れるように施設のタイプというか、内容等の

ほうをさらに詰めていく必要があるというよ

うに認識しているところでございます。 

委員（瀬尾和敬）的外れのようなことを聞

くようですけども、知事が変わって、この

２５億円というのは間違いなく市として使え

るお金なのですか。 

○企画政策部長（永田一廣）さきの知事

選の結果を踏まえて、この２５億円、今年度

は １ ２ 億 ５ , ０ ０ ０ 万 、 来 年 度 １ ２ 億

５,０００万ということで現在に至っており

ます。 

 経過を申し上げますが、昨年の９月だった

かと思いますが、共生交付金、あるいはほか

の交付金も含めて、当時の伊藤知事が、本市、

そして周辺の阿久根市さん、いちき串木野市

さん、そのほかの町村も含めて、こういう形

で交付金を交付するという方針をいただいて、

現在に至っております。 

 知事が変わったことによる不安要素という

ことなんでしょうけども、私どもといたしま

しては、これまでの経過、方向性－双方で

確認した方向性、で変わることはないという

前提で作業は進めております。 

 この点につきましては、今年度、県議会で

も１２億５,０００万の歳出予算を組んでお

られます。これは県議会としてしっかり承認

されたお金です。 

 他方、それを受けまして、うちとしては

２８億を受け入れる、そして基金に積むとい

うことで、当市議会の議決もいただいて、首

長の権限、あるんでしょうけども、議会の議

決承認をいただいてこうした経過になってお

りますので、これについてはゆるがないもの

だというふうに期待しております。 

 いずれにいたしましても、知事就任が先週

でしたので、本県、この交付金だけじゃない

と思いますけども、それぞれの市町村が抱え

る課題、県政の課題というのがあると思いま

すので、しかるべき時期にこの点に関して確

認すべき時期が来るだろうと思っております。 

 我々事務方としては、これまでの経過の中

で頂戴して整備をしていくという、この前提

で作業は進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）よく知事が変わると前

の知事と違った方針を打ち出されて、あれは

凍結するとか何とか、万が一あるとすれば、

せっかくこうやって準備をされているのが水

泡と帰するようなふうになるんじゃないかな

という、ちょっとした心配があったものです

から、お尋ねしました。 

 あそこにせっかく張ってくださいましたの

で、あれでいきますと、あのグレーの部分が

２５億とすると、それの倍以上するようなシ

チュエーションというのもありますよね。そ

ういう事業者というのが、例えばトータルで

１００億ぐらいかかりますというものを引っ

下げて、その事業者が名乗りを上げるものな

のでしょうかね。どんな感覚でそれを想定さ

れておられるか、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○ 企 画 政 策 課 長 （ 上 大 迫 修 ） 今 、

１００億という数字が出ましたので、差し引

きしますと、７５億が民間投資という形にな

ります。 

 ７５億を投資をして、コンベンションが運
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営を委託する１５年か２０年間の中で、簡単

に言えば、投下した資本を回収して、次期に

つながるように収益を上げていくというよう

な営業というんですか、事業の形態がセット

できると７５億ができないということはない

とは思いますが。ただし、薩摩川内市を中心

としたような商圏でありますとか、利用者の

状況とか見たときに、採算がどこで合うのか、

ある業種であれば物を売ったり、その他の経

営をしたりといったところで、そこを見極め

てきちっと提案いただくというように思って

おりますので、そのイメージしたような２倍

若しくは３倍の、２５に対して２倍、３倍の

民間の投資のほうがといった部分はあまり大

き過ぎるのかなというイメージはありますが、

私どもとしますと、２５億とついで民間の部

分のほうが採算に合う形で提案いただくのを

期待しているというのが本音のところでござ

います。 

 これが２５億だったらできる、５０億だっ

たら難しい、７５億だとすると理想だという

ような形の物差しそのものも持っておりませ

んけども。あくまでも民間の方々が投資をい

ただくといった中で採算に合う規模というの

を冷静に見極めた上で御提案いただきたいと

思っております。 

○委員（瀬尾和敬）あの図を見た限りでは、

例えば真ん中あたりの長いやつとか、もしか

すると、上のほうにホテルとかいろんなそう

いうものをつくったらどうかなとか、そんな

雰囲気がありますよね。 

 それぞれ、一番右のは少しちょっとごちゃ

ごちゃしているような気がしますけど、そん

なふうにいろいろ想像できるんですけど、ど

ういうことをどうしてくれ、ああしてくれと、

そういう条件はこちらとしてはまだつけない

と。業者さんの判断に任せると。一切、何も

言わないで、向こうにさせるんですか、それ

は。 

○委員長（川添公貴）先ほど説明があっ

たんですけど、２５億の部分についてはちゃ

んと仕様が出されているようなので、それを

しっかり説明して、含むことを答弁いただき

たい。 

○企画政策課長（上大迫修）今、瀬尾委

員のほうから御質問いただきました部分は、

私どもが求める性能とします２５億の外側の

民間収益施設の部分で、何もコメントしない

のかということでございます。 

 現在のところは、民間収益施設としては自

由提案という形で考えておりますが、これま

での議論の中で、市として期待するような発

言のほうも一部あった部分もあろうかと思い

ます。 

 今後、私どものほうが何らかのコメントを

して民間の提案がいただけるのかといった部

分については冷静に、事業選定委員会の中で

実施方針及びその募集要項等も定めますので、

そういった部分で何か言うことが事業者の提

案を促す形になるのか抑止する形になるのか、

ちょっとそこの冷静な部分等も見ながら、今

後ちょっと整理をさせていただきたいと。 

 現時点におきましては、全くそういった部

分を入れ込んでいくという考え方を持ってお

りませんけども、これまで期待する発言等も

ありますので、どのようにしたほうがいいの

かということについては、技術的なことも含

めた整理をさせていただきたいとちょっと思

っているところでございます。 

○委員（瀬尾和敬）２５億つぎ込む、本市

のほうへ、建物に関して。地域の方々も相当

な期待をもって、それこそ地域の経済の発展

とか狙ってこられると思います。 

 地域の業者さん方を何とかこれに参入させ

るのかとか、そういうものも。あるいは、手

を挙げた事業者が勝手にやっていくんですと

いうやり方をするのか、それとも地域の業者

さんもまず最優先で設計から施工に至るまで

そういう方法がとれるものなのか。そこは大

きな問題になってくるような気もするんです

よ。全く地域の方々がタッチしない建物であ

ると愛着もあんまり湧かないでしょうし、そ

ういうようなところについてはどのようにお

考えですか。 

○企画政策課長（上大迫修）事業者の選

定につきましては、本会議の中でもありまし

た鹿屋市の例でありますとかいろいろござい

ますけども、設計、建設の段階におきまして、

地域の事業者の方々がある意味参画する、共

同でプロジェクトに加わるというような形の
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部分というのは、地域貢献の一つの評価の中

で参酌しないといけないだろうというふうに

思っております。おそらくそういうような方

向であろうと思います。 

 一方で、地域の事業者の方が本来の民間の

収益の事業に参画するということにつきまし

ては、プロジェクトといいますか、民間の事

業グループのほうで提案される際に加わって

いただくような思いは持っているところでご

ざいますので、実際提案される事業者の方が

オール薩摩川内みたいな形で５０億ぐらい、

若しくは４０億ぐらいのそういった事業を組

み立てるというところから参加されるのか、

それともワンフロア、ツーフロアを借りて、

そこで事業をするといった、テナント的な部

分でされているのか、なかなかスキームとい

うのは難しゅうございますけれども、地域の

皆様方が加わっていただける機会は欲しいな

という思いは持っているところでございます。 

 そこの部分を、私ども市のほうで何かコー

ディネートするということについては、やは

り募集という手続がございますので難しいと

は思いますけども、いろんなアンテナの中で

地域の事業者の方々も参加いただくようなこ

とは必要なのかなと思っております。 

○委員（瀬尾和敬）この事業に名乗りを挙

げる事業者のあて、もくろみとかありますか。 

○企画政策課長（上大迫修）ここについ

て、「あります、ありません」ということに

ついては言えないんですけれども。これまで

前回、２５年の秋口から２６年にかけまして

市が募集した経緯、またこれまでコンベンシ

ョンをつくって、その目的が民間開発を誘導

するというような市の姿勢とか、多くのとこ

ろでいろんな声がたぶん出ているんでしょう

ということからしますと、決してコンベンシ

ョンと対で、一緒に民間収益施設が駅東で成

立しないということはないというふうには思

っておりますので、それが形になるようにい

ろんな情報をいただきながら募集要項等を定

めていきたいという思いでございます。 

 「できます」ということの断言はちょっと

難しいかと思います。 

○企画政策部長（永田一廣）瀬尾委員の

ほうから、当てがあるのかという絞り込んだ

ような御質問になっていますので、これにつ

いてはコメントはできないんですけれども。

ほかの議員の方からも、「いい構想なんだけ

れども、今この御時世に多額の投資をして参

画してくるのか」、前回、２５年に応募しま

したけれども、「１者応募で結局だめだった、

そういったことにならないのか」というよう

な御心配というか、我々に対するアドバイス

の点がございます。 

 これにつきましては、今構想をつくって、

今後広く周知していきますので、こちらの周

知活動というんですかね。これは十分やって

いきたいと思っております。当てがあるわけ

ではございませんけれども、広く知らしめて

参画していただく流れをつくっていきたいと

思っております。 

 それと基本構想とか、昨年の９月のコンベ

ンションの新聞記事以来ですけれども、本市

に対して、我々企画サイドですけども、今後

どうなのかというのを、ここ１年間、大きな

業者さん、あるいは市内・県内の業者さんを

含めて、あるいは金融機関も含めて問い合わ

せ等がありますので、本市のこの構想につい

ては、関心というんですか、何か意欲という

のを持っておられる業者さんがあるというふ

うに、勝手ながらの解釈かもしれませんけど、

期待しております。 

 そういったことで、今この時点で当てがあ

るのかというコメントはできませんけれども、

実施方針を決定し、応募要項を広く周知して、

１者でも２者でも多くの方が参加していただ

き、その中から一番優秀なものを選定してい

きたいと思っております。周知、広報活動を

一生懸命努めたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）私は２点。すい

ません。前向きに取り組んでいらっしゃると

ころを一応、最悪の事態を考えての質問をさ

せていただきます。 

 今、言いましたように、民間投資でそこが

破綻した場合に、公共投資分は２５億もう投

資済みですから、そうしたときのいわゆるコ

ンベンション施設の後の事後処理の方法はど

ういうふうに見解を持っておられるのかが、

一点。 
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 もう一点が。あれ、何だっけ。今、質問し

ながら忘れましたので、その部分を最初にお

尋ねをいたします。 

○企画政策課長（上大迫修）民間事業の

提案も受ける形で事業者を設定いたしますの

で、民間のその破綻リスクといった部分がど

こにあるのかということでございますが、基

本的にはつくる時点で破綻ということは基本

的にはないと思います。 

 ただ、その民営を長期間やっていく中で民

間事業者の収益部分が赤字になったり、赤字

になったからコンベンションの受託、管理運

営といった部分が難しくなるよねといったと

ころが想定されるのがＰＦＩの中でのいろん

な指摘の中にございます。 

 ここを回避するために、国の指針等も随時

見直されておりますので、一つには民間の方

が、デベロッパーの方が銀行から資金を調達

したりとかいろいろされますので、そこにつ

いては市と金融機関のほうがダイレクトに協

定を結びまして、実際の民間事業者の方が本

来の民間経営の部分と、うちの施設経営の部

分、運営委託の部分、どのような仕事をして

いるのか、収益がどうなのかというのを日々

チェックをして万が一事業者の方が破綻に近

い状態、赤字を出して継続しているような状

態でありましたら、そこに対して声がかかる

と。まして、その民間事業者の方が破綻した

場合には、次の事業者を探すというようなと

ころまでの協定、考え方の整理がこれまでの

実績の、他の団体での実績の中で出てきてお

りますので、そのようなことがないように、

そういった仕組みをうまく機能させていきた

い。 

 また、直接こちらのほうがどんな事業の形

態にありますかと、市からの事業内容のチェ

ックといったような部分も入れていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 もう一つは、さらに長期になりますと、

２０年後において民間収益施設とコンベンシ

ョン施設をどのように組み合わせて事業をや

っていくのかということもありますので、そ

こら辺については、今後専門家の方々を踏ま

えた事業選定委員会で要項とか審査とか、リ

スクの分担とか規定の仕方とかいった部分を

議論しますので、そこでちょっと開始してみ

たいと。 

○委員（小田原勇次郎）ＰＦＩとは手法

は違うのですが、質問の背景にはいわゆる第

三セクターの赤字の穴埋めを公がせざるを得

なくなる事態というのが全国的に見えるのが

第三セクター方式でしたから。ＰＦＩ方式が

その二の舞にならなければいいなという部分

の懸念からの質問でありました。 

 もう一点。この原発の共生交付金が一応計

画の完成時期が３２年というふうに私は認識

をして、いわゆる何もかもが全部完了するの

が３２年というふうに私は認識をしておった

のですが。それが、万が一うまくいかなかっ

た場合、例えば事業がうまく進捗していけば

いいんでしょうけれども、いわゆる共生交付

金の計画完了時期までにそれが終わらないと

なったときの２５億の部分の確実性の部分、

そこをちょっと教えていただきたいのですが。 

○企画政策課長（上大迫修）まず２５億

をどのような形で国、県から受け取るかとい

うことでございますが、２８年度当初予算で

審議いただきましたとおり、１２.５億を本

年度受け取ります。残りの１２ .５億円を

２９年度受け取ります。 

 この受け取ったお金が何年以内のお金を使

い切るというか、活用しないといけないのか

ということなんですけど、設置年度を含む

５年ですので、６年の間、２８年度からを

１として数えると、３３年度まで使える。

２８、２９、３０、３１、３２、３３があり

ますが、基本５年という考え方がありますの

で、３２年度というふうに目標してございま

す。 

 ３２年度末までに事業が終わらなかった場

合はということになりますけども、ここにつ

いては、通常の工期の私どもが想定します規

模、２５億からすると工程的には終わります

ので、心配いらないというふうに思っており

ますが。実際に今回、民間と対でＰＦＩ手法

でやっていきますので、民間の提案がなかっ

たときにどのような形でやっていくのかとい

う整理が伴ったにしても、３３年度ですか、

プラス１足す５の６年後につきましては竣工

できているというふうに思っております。 
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 随時そういった作業の進捗とスケジュール

感といったようなものについては、広報もい

たしますし、議会のほうにもお知らせして、

国から提供いただいた財源が使えないという

ことがないように計画も進捗のほうもきちっ

と把握したいと思います。 

○委員（小田原勇次郎）万が一何かのそ

の事態のときは返還とかあり得るのですか。

万が一ですよ。 

○企画政策課長（上大迫修）本共生交付

金につきましては、使う自治体、県のほうが

地域振興計画をつくって承認いただいて初め

て申請書が出せてお金がいただけるようにな

りますから、その上げた計画書のものがだめ

だということに、動かせないという事態にな

ったときには、改めてそこの整理が必要にな

るというふうに思っています。 

○委員長（川添公貴）いや。ちょっと待

ってください。 

 工期がその３３年度をもって完成しなかっ

たときはどうするんですかという質問だった

はずです。今、回答は前段の部分でしたでし

ょう。もらう段階の回答だったので。それが

済んで、工期が間に合わなかったとき、もし

も計画が。 

○企画政策課長（上大迫修）６年度末ま

でにできなかった場合は、それまでの充てら

れるお金を充てて、繰り越したものについて

は多分充てられない。２５億は３３年度末ま

でに竣工したものしか、整備したものしか、

充てられませんので、もし２０億までできた

けど、２５億まで出来上がってなければ、そ

この５億というのは充てることが難しい状況

になるのではないかなと。 

○委員（杉薗道朗）確認の意味です。６例

ほど概要というか、参考例を示していただい

ておりますが。市長がいろんな会合の折に、

席でも、例えば「こういう渡り廊下でつない

だあれもいい」ねと。それから、「５階層の

形でもいいですね」ということを言われてお

りますので。ただそれは、あくまでも市長が

言われるそういう理想的なものであって、あ

くまでも提案というのは業者の方々が自由な

発想の中でどういうものになるかということ

の確認です。そういうことですね。 

○企画政策課長（上大迫修）はい。 

○委員（杉薗道朗）はい、わかりました。 

 当然に携わられる業者の方においては、特

に民間収益施設の部分に関していろいろと日

本全国、いろいろなところを調査された上で

の最終的な提案になってくるのかなと思うん

です。 

 何が言いたいかといえば、やっぱり収益施

設ですから既存の薩摩川内にある施設とのあ

る意味競合、ここも十分考えられるわけです。

そこあたりが今の地場のそういう、いろんな

ホテル業を含めて、飲食業を含めて、そこら

あたりとのバッティングといいましょうか、

そういう部分も少し配慮しなければならない

面が出てくるのではないかと。だから、そこ

らあたりは直接業者の声というのは聞いてい

ないわけですけれども、当然に新規のお店が

出る際においては、これは当然、地域内から

の雇用、薩摩川内市内からの雇用とか、そこ

らあたりも十分含んだ上でのある程度の提言

ということになってくるのかなというふうに

思います。 

 一つの建物の中にある程度のそういう収益

的な施設ができれば、そこの影響というのは

多分にあるであろうというふうに思いますし、

そこらあたりを当局のほうから、まだ詰めの

段階ではないでしょうけれども、打ち合わせ

的な、意欲のある業者が確定してからなんで

すけども、当局としての考え方としてはどの

ように捉えていらっしゃるのか、そこをちょ

っと教えていただければと思います。 

○企画政策課長（上大迫修）駅東のほう

に新たな民間収益施設を入れますと、既存事

業者の皆さんが関心あられます、 

「競合するのではないか」、「お客さんが流れ

てこないのではないか」という意見があると

いうのは、４団体のほうにもお話をさせてい

ただいており、十分把握しているところでご

ざいます。 

 今後におきまして、どんなことができるの

かということでございますが、出てくる事業

者の皆さんは中心市街地、駅東に民間収益施

設を置くことで地域全体が栄えていくという

ような形の協力というんですか、連携といっ

たものについてはどんな提案の仕方ができる
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のかということも問うてまいりたいというふ

うに思っております。 

 一方で、既存の市役所の近くでありますと

か、中心市街地の事業者の皆さんとはおそら

く市のほうも旗振りをする形で、駅東、駅に

降り立ったお客様なり利用される方々をいか

に中心市街地に人の流れをつくっていくのか

ということについては一緒に取り組ませてい

ただくような仕組みといいますか、そういっ

たものが必要だろうというふうに思っている

ところでございます。その点は十分頭に入れ

た上で今後やっていかないといけないと思っ

ています。 

○委員（杉薗道朗）もとになるのが２２年

のアンケート調査からして、こういう起こっ

てきたというか、日の目を見てきつつあると

いうふうに思うんですけれども。１年１年の

この時の流れというのを見たときに、また社

会情勢も含めて、かなり早い速度で、薩摩川

内市内での環境そのものもぼんぼん変わって

くるわけですよね。確かに駅を中心とした賑

わいというのも本当に大事だというふうに思

います。 

 今、元気があるのは上川内地域もがんがん

がんがん新しいお店ができて、自分たち地元

の地域ですので、「おおっ」と思う部分はあ

ります。二極化というわけではございません

が。そういう時代、時の流れ、それから影響

とかも考えながらこれから当然いろいろとこ

のような積み上げられた中で気張っていくん

だろうなというように思いますけれども。や

っぱりそこの判断という部分は大事なところ

かなというふうに思いますし、この間の委員

会資料の中のこういう意見等々も見たときに、

いろんな声があるなというふうに十分理解を

しますので。やっぱりいまだに、ある意味、

否定的な意見の方もいらっしゃいます。それ

は何事につけてもすべてが１００％賛成の方

っていらっしゃるわけではないですから、そ

れはそれであえて意見として、当然ある程度

聞く部分は大事だろうなというふうに思いま

すけれども。やるからには、先ほど出ていま

すように、失敗があってはならないし、「さ

すが薩摩川内市、これをつくってすごく変わ

ったね」というようなふうになっていただき

たいという思い、そういう期待感も込めて、

頑張っていただければなというところでござ

います。 

 以上です。特に質問ではございません。 

○委員（成川幸太郎）今、いろんな質問

があったんだけど、私はちょっとお聞きをし

たいのが、７月になって、７月１日まで意見

を募集されて、その後、以前から質問をして

きました基本構想がインターネット上で開示

されました。 

 これを読みますと、基本構想自体が非常に

わかりやすくまとめてあるんですけども、概

要だけを出して意見を募集をされたと。あん

だけの意見しか出てない。これは基本構想が

最初から開示されておると、もっとその中身

を見た人たちが細かい質問、問い合わせ等が

あったんじゃないかと。なぜ意見募集が終わ

った後にこの基本構想が開示されたのか、そ

の理由をお聞かせいただけませんか。 

○企画政策課長（上大迫修）議会、委員

会の中でも回答させていただいておりますけ

れども、構想の全体像をお出ししたときに、

わかりにくさがあるのかなとちょっと思って

おりまして、ポイントとなる部分を整理をし

て意見を伺うというのが一番いいのではない

かというふうに考えたところでございます。 

 その意見を求める過程、また意見に対して

回答する過程で成川副委員長のほうからも御

指摘もいただきつつ、住民の皆さんにも全体

像を示す必要があるというふうに当局として

も再整理をした上で今回の運びとなったとこ

ろでございます。 

 最初から構想のほうを出していたら、多く

の意見がいただけたのではないかという御意

見、御指摘については、現時点でも来ており

ますので、状況を確認するしか方法がないわ

けですけども。市のほうとしますと、駅東に

おきまして、民間の土地活用を図るという

２５年からの取り組みと、２２年からいただ

いていましたコンベンションを中核としたよ

うな機能、構成でやっていくと、民間と一緒

に事業をＰＦＩ手法でやっていくというよう

な、こういう大きな判断のことがございまし

たので、ここに絞ってといいますか、住民の

皆さんの意見をお伺いできたらなという思い
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でやってきておりますので御理解をお願いし

たい。 

○委員（成川幸太郎）今、課長が言われ

たんですけども、私はこれを読んでみて、逆

にこれはすごい－今度の概要の不安、疑問

に持った点が、解決－よく理解できるんで

す。なぜこういう概要が出たのかなというの

を細かく書いてくれてありますし、逆に理解

は深まったのではないかなと思います。済ん

だことですから。 

 ただ、今まで非常に、２５億はある、民間

が幾らか出資しなきゃいけない、お金を融資

しなきゃいけないということに対する資金的

なものと、２５億についても必ず渡るんだけ

ど、当面出来上がるまではお金を市は一切も

う出さないということでトータルの資金確保

の問題もお尋ねしてきたんですけども。 

 実は、きょう、久しぶりに出てきましたら、

鹿児島銀行との連携によるクラウドファンデ

ィング事業の実施についてということの提起

がなされた。これは、このコンベンション施

設の資金のファイナンスを組むための一つの

準備作業とみてもいいのですか。 

○企画政策課長（上大迫修）関連はござ

いません。今、成川副委員長のほうからあり

ました鹿児島銀行とのクラウドファンディン

グにつきましては、事業者及び個人の方々が

地域や事業活動において新たな取り組みをす

るときに、「この指とまれ」ではないですけ

ど、４００万要る、１,０００万要るという

ことに対して「こんな利益還元を行います」

ということで納得された方々から資金を集め

て、その事業をうまくやるということでござ

いますので、直接は関係ございません。 

 ただ、さっきテナント的な部分で申しまし

たけれども、ある方がコンベンションの隣に

ある民間収益施設においてこんなことをした

いのでお金を集めたいという方が、もし仮に

おられた場合に、それが対象にならないかと

いうとそういうことではありません。ないと

思います。関係はないんですけど、新たな事

業の取り組みといったきっかけ、手法として

の工法になっておりますので、広く周知をい

ただければというふうに。 

○委員（成川幸太郎）市内にはうわさが

飛び交っていますので、うわさの範囲は言え

ませんけども、そういったのを想像させるよ

うな計画だったのでびっくりして。 

 とにかくここまで来たらこの基本構想がま

た出ているということももっとアピールして

いただいて、興味を持たれた方がこの基本構

想の中身を見ますと民間収益施設についてい

ったものを考えればいいかというのがより頭

の中にイメージが湧いてきますよね。概要の

中ではなかなか湧き切らんかったものが湧い

てくるので、ぜひ今度、応募要項をつくられ

る際に、そういったみんなが理解できやすい、

応募がなければ何にもならんわけですから、

うまく進むために検討を考えていただければ

というふうに思います。 

○委員長（川添公貴）皆さん方質問が出

尽くしたようですが、御納得いただけたでし

ょうか。この鹿児島銀行の件については、産

業支援センターが立ち上がったときの後の話

なので、そこを支援するという意味で記事に

書いてあったような気がしたんですけど、そ

うじゃなかったですかね。 

○企画政策課長（上大迫修）広く、鹿児

島銀行とは包括的な連携をしておりますので、

その中で地方創生でありますとか、産業支援

センターでありますとか、市の政策を後押し

するような環境づくりといった中の一つであ

るというふうに捉えていただければよろしい

かと思います。 

○委員長（川添公貴）ありがとうござい

ました。 

 質疑は尽きたようですので、これより委員

外議員の質疑を認めます。ございませんか。 

○議員（井上勝博）三つお尋ねしたいと思

います。 

 宿泊問題というのが、どこかで説明された

かと思うんですけれども、宿泊施設の話もあ

ったような気がするのですが、改めて見ると、

この宿泊というのは、民間に任されるのかな

と思うのですが。いろいろ市民からは意見が

たくさんあります。そもそも反対であるとい

う、「そんな箱物は要らない」という声と、

「つくるのであれば、もっと違う、市民に役

立つものにしてほしい」という、そういう声

もあるわけです。 
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 その中でも、「やっぱりあったほうがいい

んだ」という声もあるんです、確かに。それ

は「全国的な集会をやる場合にそういう施設

が鹿児島県内になくて本当に苦労しているん

です」という話もあります。 

 ただ、そのときに、宿泊の問題というのが

言われるんですよね。要するに、「宿泊の手

配するのが本当に大変なんです」ということ

で。今回はそういう宿泊も周辺にあって、そ

してコンベンションのところで全国集会なん

かが開けるという期待があるんですよね。だ

から、この宿泊がどうなるのかと。通常、民

間の旅館・ホテル、ありますけれども……。 

○委員長（川添公貴）井上さん、簡潔に。

委員外ですので。 

○議員（井上勝博）はい。そういう宿泊を

する際に、原発の定期点検のときと重なると

ほとんどとれないという声もあるんです。だ

から、こういう問題をどうするのかというの

が一つ。 

 それから、二つ目、市長は本会議の中で新

幹線ができて人の流れが変わったと。鹿児島

のほうにとられている、これを引き戻すんだ

と言われています。 

 引き戻すのであれば、本当に２５億円で引

き戻せるのかという問題が出てくるわけです

ね。そこで、どれだけの人の流れを変わる目

標を持っているのかというのが、二つ目。 

 それから三つ目。当初は７,０００万円の

維持費で管理してもらうということなんです

が、やっぱり老朽化します。いろんな大きな

施設が壊れたりします。そういった場合には、

市が当然、市の施設ですから、当然そういう

のは市が修理をしたりするんでしょうけれど

も、この７,０００万円というのと、プラス

そういう修繕費用とかというものを考えてみ

た場合に、将来的に市が支出するお金という

のは膨れ上がっていくんではないかという心

配があるわけですが、そこの疑問に三つお答

え願えればと思います。 

○企画政策課長（上大迫修）コンベンシ

ョン施設の必要なり計画の有無については、

全体としては整理がされておりますので、議

員からありましたコンベンションを利用する

ときの宿泊の確保の問題をどう整理するのか

ということでございます。 

 この点につきましても、地域のホテル・旅

館の実情を鑑み、その定検との重なりがある

とすると、どのような形で確保するのかとい

うことは、行政が主体的にここに何々をつく

ってホテルを経営しますということはなかな

か言える話ではございませんので、民間の

方々、また今回提案いただく事業者の方々が

それを考えたときにどのように動かれるのか

というふうに注視していきたいと思っており

ます。 

 また、「既存事業者の方々と競合するので

はないか」、若しくは「投資を後押ししない

といけないんじゃないか」という声につきま

しても、今後年末若しくは年明けのころまで

にはどんなことができるのかということも議

論しなければならないというふうに考えてい

るところでございます。 

 それと２点目。２５億で人の流れをもって

これるのかということでございますが、現在

の市の財政状況とも鑑みる中で、コンベンシ

ョンをきっかけに流出したものを地元にとど

めるということでございますので、知恵を出

してこの２５億の中で民間の活力も使いなが

ら、結果が出せるように努力をしていく、知

恵を出していくというのが基本でございます。 

 それと施設の利用につきましては、目標を

掲げているのかでございますが、今現在、全

国的な稼働率で５０とか６０とかいっており

ますので、そこの部分からしますと域外から

の利用者のほうを何％程度見るのかというこ

とも含めまして現在精査中でございますが、

ある程度施設の稼働率等の目標を掲げ、何万

人とかそういった目標を掲げた整理というこ

とを早い段階でしたいというふうに思ってお

ります。 

 それと３点目。７,０００万にプラス改修

等の費用がふえてくるのではないかというこ

とでございますが、施設を持つ中では必ずい

ずれかの時点で大規模な改修とかそのストッ

クを継続させていくための経費というのは発

生してまいりますので、どの時点でどのよう

な改修が必要なのかということについてもき

ちっと整理が今後していかなければならない

と思っております。 
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 ７,０００万はあくまでも先進の事例や市

の施設を見て、延べ面積とかかった費用から

すると、掛け算的に言えば、江角文化ホール

の 例 で 言 え ば 、 ４ , ０ ０ ０ 平 米 ほ ど で

４,７００万円程度のお金がかかっている。

今、この数字は正確ではありませんが、そう

い っ た こ と を 約 ６ , ０ ０ ０ 平 米 す る と

７,０００万ということでございますので、

今後、要項とか実際の運営等をイメージして

いく点からしますと７,０００万という数字

がぶれる形のところにはなりますので、そこ

もまた整理をしていきたい。 

 それと改修につきましては、１５年後、

１０年後、大規模な改修を入れるとした場合

にはどのようなことになっていくかというこ

とについては、また今後整理させていただき

たいというふうに思っているところでござい

ます。 

○議員（井上勝博）全国集会を開く場合に、

宿泊施設というのはどうしても頭が痛い問題

と。薩摩川内市の場合は市比野温泉もありま

すが。しかし先ほど言ったように、定期点検

とかそういうのがぶつかった場合にはほとん

ど泊まれないという状態になってくるわけで

す。そういったのを民間に委ねるみたいな話

があったわけですけども、私はこういうとこ

ろをつくってほしいという人の期待からする

と、それはまた危なっかしいというか、本当

に期待するものができるのかなというふうに

思われてしまうのではないかなと思うのです

が、宿泊問題は私は核となる問題ではないか

な、非常に重要なポイントじゃないかなと思

うんですよね。どうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）確かに今言

われたとおり、民間施設は重要な問題ではあ

るんですけれども。建物をつくった、完成す

る時点で、その建物の稼働に対応できる、若

しくは全国の大会に対応できるホテルがそこ

に準備できるのか、行政が準備するのかとい

うことについては、これまでの議論の中で、

民業の圧迫でありますとかいろいろなことも

ありましたので、市の方で、そこで「いつま

でにホテルの規模を、あと１.５倍にします、

２倍にします」という考え方は持っておりま

せん。 

 ただ、きちっと地域内に観光客も含めてお

金が落ちる上で入来、樋脇、祁答院のホテル、

宿泊の事業者の皆さんも含めた中で、どうい

ったことを行政としてできるのか、していく

必要があるのかというのは、その施設のス

タート、建設してから２年半から３年かかり

ますので、同時にそういった部分の議論をし

て何らか支援する形でもそういった施設の規

模拡大でありますとか、サービスの向上であ

りますとか、いろいろなソフト面の調整とい

ったものができたらいいかなというふうに思

っております。 

 そこをいつまでにどうしますということは、

市のほうでは明確にスケジュール感を持って

説明はできませんけども、市のほうが主体的

に施設のほうをいつまでに、ホテル施設を整

備しますということは言えないのですが、そ

れを地域全体として確保していくような取り

組みというのは、そのような議論のできる環

境を用意して前に進めていかなければならな

いというふうに考えているところです。 

○委員長（川添公貴）宿泊施設について

は、きちっと。先ほど言われたとおりに選定

する業者の提案が出た段階で。つくらんかも

しれないわけですから、ホテルを、提案の中

で。 

 そこは明確に言っておかないと、今の答弁

でいくと、部屋数がどうのこうの、施設がど

うのこうのという答弁になっていますので、

それらを含めて提案待ちという形でしっかり

答弁されたほうがいいんじゃないですか。 

 全てを、だから宿泊施設をつくるのかつく

らないのかも含めて提案をいただくわけなの

で、そこをはっきり言っておかないと。 

○企画政策課長（上大迫修）議員の質問

にうまく答えてなかったかもしれませんが、

提案いただく中にホテルを入れる、入れない

といった部分は、何ら制約はありません。市

のほうで制約はしておりませんので自由提案

となります。 

 議員が言われたものについては、民間収益

施設が隣にあって、コンベンション施設がで

きた、その利用者の方々の宿泊が地域として

不足している場合は、どのような対応をとる

のかということについては、先ほど答弁した
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ような形で環境をつくっていきたいというふ

うに。 

○委員長（川添公貴）ありがとうござい

ました。 

○議員（谷津由尚）簡潔に４点質問します。 

 まず一つ目が、ＳＰＣが見つからない場合

の考え方。 

 ２点目、先ほど説明の中で、ＳＰＣ企業に

対する融資の協定を締結するための市が若干

サポートをするとかという形でおっしゃった

んですが、それはＳＰＣに参加される企業の

メーンバンクに対して、どこのバンクであろ

うとされようとしておられるのか、それが鹿

銀さんに例えば限定されるのか、そこを聞き

ます。 

 ３点目。指定管理者は当然委託制になると

思うんですけど、その委託料の算定はＳＰＣ

側の見積もりがベースになるのでしょうか。

これが３点目です。 

 ４点目です。指定管理の委託期間。これを

何年ベースと今お考えでしょうか。 

 以上、４点です。 

○企画政策課長（上大迫修）１点目、Ｓ

ＰＣが見つからない場合の考え方はというこ

とでございますが、基本的には事業者の選定

が終わりますと、ＳＰＣを立ち上げてもらう

ことが契約の大前提になりますので、ＳＰＣ

が立ち上がらないということは手続上想定は

いたしていないところです。必ず提案いただ

いたところがＳＰＣを組成して、組成したＳ

ＰＣのほうと契約を締結する形になります。 

 それと二つ目。市のほうが金融機関とその

監視というか、業務監視というんですかね。

融資に関しての責任を持てるような、チェッ

クできるような協定を結ぶということでござ

いましたが、これについてはＳＰＣが資金調

達をしている、それがメーンバンクであろう

と協調の機関であろうと、でしょうけれども、

市がその融資をされたところと契約をしてき

ちっと対応しなさいと。連携しますという形

の契約になっています。 

 三つ目の指定管理による算定でございます

が、類似の施設、若しくは先進の施設等を頭

に入れながら、基本的には募集の段階で指定

管理料、年幾らお支払いしますということを

市のほうが前もって言いますので、設計の制

度、経費の制度についてはいろんな意見があ

りますけども、市のほうで積算いたします。

それに対して、私どもは指定管理を幾らいた

だきますということについては、市が示した

のを上限として民間の方々から幾らで受けま

すという形の提案となるというふう考えてい

るところでございます。 

 それと、指定管理の契約につきまして、何

年かということでございますが、基本１５年

から２０年の間になろうかと思いますが、考

え方としますと、施設の維持管理経費に大規

模改修を含むのか含まないのかというのが事

業提案上の一番のリスクをどの時点に持たせ

るのか。要するに、２０年としますと施設の

大規模改修まで含めたような議論というのが

あります。 

 １５年未満ぐらいであれば、施設の改修を

含まず通常の施設の細かな修繕をしながら維

持管理するとなりますので、そこを見極めて、

おそらく１５年から２０年の間で最終的な整

理をさせていただくことになろうかというふ

うに考えております。 

○議員（谷津由尚）最後ですので、ちょっ

と質問を変えます。 

 参加される事業者では見つからない場合の

考え方について、これが一つ目です。 

 二つ目です。ただいま、指定管理料は市で

積算をされるというふうに、それを上限とし

て運営を委託するということでおっしゃいま

したが、それが１５年、２０年、このスパン

はいいんです。もし、その運営の中で市の積

算に対していろんな事情が起こって、その補

正、修正をしなきゃならんというふうになっ

たときに、これは上方でも下方でも一緒です

ね。その場合のその修正の方法についてはど

のようにお考えでしょうか。 

 以上、二つです。 

○企画政策課長（上大迫修）参加する事

業者が見つからなかった場合にというのは、

コンベンション施設を直接、設計施工する事

業者であり、民間の収益事業を担う事業者で

あるということでよろしいでしょうか。 

○議員（谷津由尚）はい。 

○企画政策課長（上大迫修）今回の提案



- 16 - 

 

におきましては、性能発注するコンベンショ

ンと民間施設におきます全体の概要及び民間

事業について全て提案になりますので、ここ

のところが見つからなかった場合に、提案内

容を受け取とれるかといった部分が一つござ

いますが、そういったことは想定しておりま

せん。 

 民間の事業の提案なしに、この事業のコン

ベンションのみの提案を受けるのかというこ

とについては、想定しておりませんので……。 

 民間の事業の提案がなかったときにコンベ

ンションだけでやるのかということについて

は、現時点では想定はしておりません。まだ、

民間の方々が提案いただく形でのイメージで

ございます。 

 指定管理の部分については、こちらのほう

が示した誓約条件に変更が生じた場合は、そ

れを修正できる余地が契約上残るのかという

ふうに、そういう視点で答えますと、物価の

上昇でありますとかいろんな人件費の最低賃

金等の高騰でありますとか、そういう社会環

境の変化については、指定管理料について変

動できるような余地というのが他の事例でも

見られますので、そういったリスク的なヘッ

ジについてはきちっと提供しておきたいと思

います。 

 ただし、通常の管理をしていて、簡単に言

えば、大幅な、理由のつかないような増減と

いうのは一切ない形できちっと提案の段階か

ら精査したいというふうに思います。 

○委員長（川添公貴）ほかは。 

○議員（川畑善照）ＰＦＩ方式で県内外を

問わず、破綻例とか再建案とか、そういうの

をお持ちなのかというのが一つ。 

 それから、ここにホテル業、飲食業が入っ

た場合に、市長はケータリングをよくやって

おられるんですけれども、市内の業界とのそ

ういう説明とかそういう考えをどのようにお

持ちなのかをお聞きします。 

○企画政策課長（上大迫修）三つほどあ

りましたけど、県内外で破綻した例若しくは

再建に関するノウハウといった部分でござい

ますけど、これにつきましては、一般質問の

中でもありましたが、岡山の例でありますと

か福岡の例でありますとか、承知しておりま

す。 

 なぜ破綻したのかというリスクというか、

問題点等についても精査をした上で今後の事

業者とのリスク分担、また先ほど質問があり

ました金融機関を含めたチェックといった部

分で回避できるというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

 ２点目の大きなケータリングにおいての市

内事業者との整理についてでございますが、

基本、レセプション等も開かれるようなホー

ルのコンベンション施設の運営というのを考

えておりますので、ケータリングは入れ込む

必要があるというような認識の上で採用を進

めてまいります。 

 このケータリングの場合に、実際の料理を

調達されるところ、若しくは配膳したり、後

の整理をするといったような部分について、

市内事業者の皆さんで組成できるのか、そこ

ら辺については、関係事業者の皆さんのほう

と話をする機会があるんだろうなというふう

に思っているところです。 

 あくまでも指定管理でいたしますので、Ｓ

ＰＣの側から、事業者の方から提案があると

きに、どのような形で民間事業者の方と組ん

でやれるのかといったことについては、地域

貢献という視点からもいろんな提案をされる

方々が地域の皆さんと組んでしていただくよ

うな評価の仕方等を工面してみたいと。 

○議員（川畑善照）もう一点お聞きしたか

ったのは、駅との、先ほど質問の中でありま

したけれども、西口から市街地への流れをつ

くるという話は、結局、陸上通路みたいなそ

ういうのを提案があった場合、取り入れられ

る考えがあるのでしょうか。全て相手任せと

言われましたが、箱物ですので、箱物から駅

とのパイプ、自由通路というか、パイプは流

れができるように可能なのですか。 

○企画政策課長（上大迫修）現段階で、

本日も説明申し上げましたけども、駅とコン

ベンションとの連絡通路について提案を求め

るといったものはこの中には入っておいてお

りません。置いておりません。 

 先ほど、私のほうが、中心市街地に人をつ

れてくるといった部分については、ハードと

いうよりは、人気の店がありますよとか、そ
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ういうソフト的な部分でのことを申しておっ

たところでございます。 

 御指摘の部分がハードの部分だといたしま

すと、今後、利便性といったものを考えたと

きにどこまでするのかといったのは改めてち

ょっと議論をしないと。そこの提案を受ける

とか、その事業費が幾らになりますという形

の整理はできませんので、少々そこについて

は時間が必要かと思います。 

○委員長（川添公貴）ほかに、ございま

せんか。 

○議員（帯田裕達）１点だけ。この公募の

場合に、飲食業とかホテル・旅館業、何が来

るかは想定は今からのことなんですが。例え

ば決定後にそういった要望があったら、中身

的なそういう詳しい説明会はやってもらえる

のか、それを受けるのか受けないのか、その

辺はどうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）募集内容に

ついてでよろしいですか。 

○委員長（川添公貴）もう一回、質問を

お願いします。 

○議員（帯田裕達）例えば、募集をして、

公募して、応募があって、こういう形でやり

ますと。 

 例えば、こういうコンベンションはこうい

う形で、それから民間施設はこういうのが入

りますよと、事業的に決まってきますよね。

それに対して、例えば、極端な話、ホテル・

旅館業とか飲食業からそういう経営の方針と

か意向はどうなのか、市はそれに対してどん

な考えなのかとか、そういう説明の要望があ

ったら、それに説明の場を設けられるのか。

それとも、これでいきますとそのまま行くの

か。それはどうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）これまでも

コミュニケーションをとらせていただいてお

りますし、今後、こういったのが来たら、こ

ういったことはできないのかといった意見等

については、多分いろんな組合、業界のほう

からの御意見というのはありますので、事前

に把握をさせていただいた上で提案があった

ときに、提案をされた事業者の方々が考えて

おられることと地域が欲している部分という

のがどんな接点がとれるのかというのは審査、

議論の過程でコミュニケーションをする必要

があるんだろうなというふうに思っておりま

す。 

 ただ、あくまでも結果として出てまいりま

すので、その決まった段階で事前にいただい

ていた意見等が１００％反映できるのか、こ

ういった部分はできても、こういった部分は

できないのかといった部分を、どのような形

でお知らせするのか、整理をするのかという

のはちょっとまだイメージがついていないと

ころではございますが、審査の過程で直接意

見が、出された意見に対して事業者のほうが

こう対応できる、できないといった部分を整

理してお示しすることにはならないと思いま

す。 

 結果として、このような形でやりますとい

うことになりますので、やる段階で地域の意

見等を踏まえてやってくださいというような

お知らせの仕方になるのかなというふうに考

えております。 

○委員長（川添公貴）帯田さん、いいで

すか。委員外議員の質疑は終了いたしました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（川添公貴）以上をもって、本

日の日程は全て終了しましたので、企画経済

委員会を終わります。きょうはご苦労さまで

した。 
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